
法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

有

―

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0345
補助金の名称 都市緑化推進事業補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象市民　3名 代表者名 －

－ 条例 －

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市都市緑化推進事業補助金交付
要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成25年度 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

－

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

豊かな住環境と二酸化炭素排出削減のため。
「あいち森と緑づくり推進事業」と連携し、市民や事業所による優良な緑化を推進するため。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
2,173,000 0 4,783,000 5,000,000

（0 （0 （0 （0

市の補助金を使って
実施した事業の内容

市民や事業所が行う優良な緑化事業に要する経費の一部を補助する。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ―

うち補助事業全体の経費 11,482,980

補助金の使途

うち補助対象経費 9,671,500

工事費 9,671,500

補助対象経費の内訳

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額
補助対象経費1/2以内（屋上緑化・壁面緑化：緑化対象面積×30,000円/㎡、駐車
場緑化：緑化対象面積×20,000円/㎡、空地緑化：緑化対象面積×15,000円/㎡、
生垣設置：生垣延長×5,000円/m）　※千円未満の端数切り捨て

補助限度額 5,000,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
交付決定後に事業内容に変更がある場合は変更申請
があり、補助額の再算定をするため。

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）
市民や事業所による都市緑化が実現する。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

円

円

円

円

円

有

無

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0345
補助金の名称 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象市民　73名 代表者名 ―

― 条例 ―

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市住宅用地球温暖化対策設備導
入費補助金交付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成20年度 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

―

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

市内の住宅用地球温暖化対策設備（蓄電池、HEMS、電気自動車充給電設備、家庭用燃料電
池、太陽光発電システム（太陽光発電システムは、一体導入時に限る））を導入することで家庭か
ら排出される地球温暖化ガスの発生を削減することができる。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
5,221,600 5,865,700 4,808,800 12,984,000

（3,917,600 （4,400,700 （3,608,800 （7,114,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

蓄電池、HEMS、電気自動車充給電設備、家庭用燃料電池、太陽光発電システム（太陽光発電シ
ステムは、一体導入時に限る）を設置する者に対しての補助をし、導入の促進をする。

補助事業者の会計全体の決算額（支出）

うち補助事業全体の経費

補助金の使途

うち補助対象経費 144,289,100

蓄電池　（48件） 87,655,700

HEMS 　（19件） 1,461,200

補助対象経費の内訳

電気自動車充給電設備（V2H）　（1件） 1,152,700

家庭用燃料電池　（5件） 4,384,800

一体的導入　（18件） 49,634,700

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額
補助対象経費の額に相当する額（太陽光発電システムは、太
陽電池モジュールの最大出力値1ｋwあたり10,000円を乗じて得
た額）

補助限度額
（1件当たり）蓄電池：50,000円、HEMS：10,000円、電気自動車
充給電設備：50,000円,家庭用燃料電池：50,000円、太陽光発電
システム：40,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
設置した設備が申請時と変更している場合に変更交付
申請を行い、再算定をするため。

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

市内に住宅用地球温暖化対策設備の設置が増えることで、地域の脱炭素化が進み、地球温暖
化対策となる。

電気小売事業者による発電した電気の固定価格買取制度が終了したことにより、電気の売電価
格が安くなり、販売するのではなく、蓄電池を購入し、発電した電気を自家消費するようになった
ため、蓄電池補助の数が増加している。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）



法令

規則等

円 円 円

円） 円） 円）

円

円

円

有

無

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

市内に高性能建材または高効率給湯器の設置が増えることで、地域の脱炭素化が進み、地球
温暖化対策となる。

特定財源として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,000,000円、物価高騰対
応重点支援地方創生臨時交付金6,542,000円を充当

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額 補助対象経費×1/5（100円未満の端数切り捨て）

補助限度額 200,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
交付決定後に申請内容に変更がある場合は変更申請
があり、補助額の再算定をするため。

83,477,335

工事費 26,961,368

補助対象経費の内訳

うち補助事業全体の経費 ―

補助金の使途

うち補助対象経費 110,438,703

機器費

（19,070,400

市の補助金を使って
実施した事業の内容

既存の個人住宅での高断熱・高効率の性能を満たす省エネ住宅改修に、国補助制度の要件の
緩和（高性能建材）又は補助金額を上乗せ（高効率給湯器）する形で補助金を交付し、導入を促
進する。
（令和5年度は高効率給湯器のみ）

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ―

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

－

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）
家庭からの二酸化炭素の排出量を削減し、地球温暖化防止を推進するため。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
― 10,691,900 22,056,300 19,070,400

― （2,420,900 （14,514,300

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市住宅省エネ改修支援補助金交
付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 令和4年度 補助終了年度 令和7年度

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象市民　310名 代表者名 －

－ 条例 －

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0345
補助金の名称 住宅省エネ改修支援補助金



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

有

円

円

―

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）
持続的な森林の整備及び健全な森林の育成

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

うち補助事業全体の余剰額（繰越額）

補助率、補助額 補助対象経費の2分の1（1,000円未満の端数切り捨て）

補助限度額 500,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
申請時の補助対象経費に変更が生じた場合、変更等
承認申請に基づく再算定を行う。

補助対象経費の内訳

うち補助事業全体の経費

補助金の使途

うち補助対象経費

（0

市の補助金を使って
実施した事業の内容

令和5年度：申請なし

補助事業者の会計全体の決算額（支出）

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

－

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

市内の森林の持続的な維持管理や、森林整備への意識の向上を目的とした講座の開催などの
事業を積極的に行う団体又は法人を支援するために、事業に要する費用の一部を森林環境譲
与税を活用し補助。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
168,000 0 0 1,000,000

（0 （0 （0

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市森林整備地域活動支援事業
補助金交付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 令和2年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

- 代表者名 -

森林環境税及び森林環境譲与税に
関する法律

条例

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0345
補助金の名称 森林保全活動補助金



法令

規則等

円 円 円 円

円 円） 円） 円）

円

円

円

円

無

円

円

無

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0345
補助金の名称 次世代自動車導入補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

電気自動車：個人36名 代表者名 -

条例

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市次世代自動車導入補助金交
付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 令和4年度 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

-

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

市民又は市内の事業者が次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車）を導入することで、自
動車より排出される温室効果ガスを削減することができる。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
- 2,100,000 1,800,000 2,500,000

- （2,100,000 （1,800,000 （2,500,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

地球温暖化対策として、温室効果ガスの削減を推進するため、次世代自動車（電気自動車、燃
料電池自動車）の新車購入に対し、補助金を交付。

補助事業者の会計全体の決算額（支出）

うち補助事業全体の経費

補助金の使途

うち補助対象経費 123,376,713

電気自動車（車両本体価格）36台 123,376,713

補助対象経費の内訳

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

-

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） -

補助率、補助額
電気自動車：50,000円、
燃料電池自動車：（個人）100,000円、（事業者）50,000円

補助限度額 -

精算の有無
（変更交付）

その理由 金額確定してから交付するため

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）
補助金の交付を通じて、市内の地球温暖化対策・脱炭素化の推進に繋がった。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

無

無

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）
ごみの減量対策の一環として、家庭での生ごみの減量につながった。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額 購入金額の2分の1（100円未満は切り捨て）

補助限度額 30,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由 金額確定してから交付するため。

1,471,063

補助対象経費の内訳

うち補助事業全体の経費 1,471,063

補助金の使途

うち補助対象経費 1,471,063

生ごみ処理機

（900,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

市内に住所を有し、かつ在住する人で、市内又は市外の販売店で生ごみ処理機を購入した人（1
世帯1基(ただし、買い換えによる場合は、補助金交付を受けて設置されたものが5年以上経過し
た場合に限る)）に対して補助を行う。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ―

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

―

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

ごみの減量対策として、家庭から排出される生ごみの自家処理を推進することを目的として、生
ごみ処理機の購入者に対し、補助金の交付をする。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
373,800 389,300 641,200 900,000

（373,800 （389,300 （641,200

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市家庭用生ごみ処理機補助金交
付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成21年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象市民  27名 代表者名 ―

― 条例 ―

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0344
補助金の名称 家庭用生ごみ処理機補助金



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

円

円

円

無

有

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

資源物として回収することにより、焼却処理量が減少し、環境負荷の低減と焼却施設への負担軽
減が図られた。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額
古紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、布類の回収量に対し、1kgあ
たり6円を交付、加えて同一年度に4回以上活動を実施した場合
に10,000円を交付。

補助限度額 未設定

精算の有無
（変更交付）

その理由 回収量を確認し、確定した金額を交付するため。

1,469,142

雑誌  153,802kg×6円 922,812

補助対象経費の内訳

ダンボール  224,377kg×6円 1,346,262

布類  31,753kg×6円 190,518

年4回以上活動団体  34団体×10,000円 340,000

うち補助事業全体の経費 ―

補助金の使途

うち補助対象経費 4,268,734

新聞  244,857kg×6円

（6,100,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

各種団体が自主的に実施している資源回収活動に対して奨励金を交付。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ―

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

―

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

可燃ごみの減量化及び資源の再利用を図るとともに、廃棄物に対する市民の意識を高めることを
目的とする。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
4,574,242 4,957,252 4,268,734 6,100,000

（4,574,242 （4,957,252 （4,268,734

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市地域資源回収団体奨励金交付
要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成4年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象団体  70団体 代表者名 ―

― 条例 ―

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0344
補助金の名称 犬山市地域資源回収団体奨励金



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

円

円

無

無

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0344
補助金の名称 ごみ集積場環境整備補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

伏屋町内会  はじめ11町内会 代表者名 ―

― 条例 ―

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市ごみ集積場環境整備助成事業
要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成30年度 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

―

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

ごみ集積場に係る美化の推進を目的として、町内会独自の整備に要する経費に対して補助金
の交付をする。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
179,100 268,500 86,200 530,000

（179,100 （268,500 （86,200 （530,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

ごみ集積場を整備するための必要な材料の購入
カラスや猫除けのためのごみ収集容器の購入  等

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ―

うち補助事業全体の経費 226,305

補助金の使途

うち補助対象経費 226,305

材料等購入費補助  5件 47,805

備品購入費補助  1件 89,100

補助対象経費の内訳

賃借料補助  5件 89,400

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

―

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ―

補助率、補助額

補助限度額

ごみ集積場整備（賃借料補助）：6,000円
ごみ集積場整備（材料購入費補助）：30,000円
ごみ集積場整備（工事費又は修繕費補助）：100,000円
収集容器設置（備品購入費補助）：30,000円
収集容器設置（修繕費補助）：20,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由 金額が確定してから交付するため。

ごみ集積場整備（賃借料補助）：対象経費の2分の1
ごみ集積場整備（材料購入費補助）：対象経費の4分の3
ごみ集積場整備（工事費又は修繕費補助）：対象経費の2分の1
収集容器設置（備品購入費補助）：対象経費の2分の1
収集容器設置（修繕費補助）：対象経費の2分の1

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）
ごみ集積場が整備され、付近の環境美化に繋がった。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）



法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

円

円

円

円

無

円

円

無

補助金の交付状況に係る調書【令和５年度交付分】

市の担当部課 経済環境部環境課

問い合わせ先 0568-44-0344
補助金の名称 犬山市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

対象市民  5名 代表者名 ―

― 条例 ―

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市合併処理浄化槽設置整備事
業補助金交付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

公募により選定 補助開始年度 平成元年 補助終了年度 未設定

関係規定

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

―

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

下水道事業が認可されていない区域において、既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から
合併処理浄化槽への転換を促進することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
る。

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
6,088,000 5,418,000 3,818,000 8,130,000

（3,073,000 （2,529,000 （1,783,000 （6,504,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

個人の住居で単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を使用している場合において、合併処理浄化
槽へ転換する際の設置費に対して補助を行う。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） ― 

うち補助事業全体の経費 7,710,780

補助金の使途

うち補助対象経費 7,463,390

浄化槽設置費

　5人槽　1件　 896,500

補助対象経費の内訳

　6～7人槽　4件 3,534,300

撤去費　3件　 528,000

宅内配管工事費　5件　 2,504,590

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

― 

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） ― 

補助率、補助額 設置費、撤去費、宅内配管工事費の額

補助限度額
浄化槽設置費（5人槽　332,000円　6～7人槽　414,000円　8～
10人槽　548,000円）　撤去費（単独処理浄化槽  120,000円  汲
み取り便槽  90,000円）  宅内配管工事費　300,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由 事業実施後に金額が確定されてから交付

※令和５年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

　家庭から排出される生活排水が合併処理浄化槽を通じて排出されるようになるため、公共用
水域の水質汚濁の軽減に寄与できた。

令和5年度より単独処理浄化槽の撤去費の補助限度額を90,000円から120,000円に増額した。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）


